
岸和田市貝塚市清掃施設組合  公告第５号  

焼却灰等運搬業務委託の一般競争入札を実施するので、次のとおり公告する。  

 

令和７年４月３日  

 

岸和田市貝塚市清掃施設組合  

管理者職務代理者      

副管理者   酒井 了    

 

1. 業務名称  

焼却灰等運搬業務委託  

 

2. 業務委託期間  

令和７年６月１日から令和 10 年５月 31 日まで（長期継続契約）  

 

3. 業務内容  

(1)  積込場所は、岸和田市岸之浦町１番地の２ 岸和田市貝塚市クリーンセンタ

ーとし、運搬先は堺市築港新町４丁４番 大阪湾広域臨海環境整備センター堺

事業所（以下、「フェニックス堺基地」という。）とする。ただし、運搬先が変

更となる場合がある。  

(2)  車輌には、焼却灰・ばいじん処理物・不燃ごみ（セトモノ、ガラス等）の１

種類のみ積込むこと。（混載は不可）  

(3)  積込みは、月曜日から金曜日（祝日を除く）までの午前８時から午後３時

30 分までとし、フェニックス堺基地へは午前９時から午後４時 30 分の間に搬

入すること。ただし、年末年始等の特別受入日は岸和田市貝塚市清掃施設組合

（以下「組合」という。）の指示により運搬を行うこと。  

(4)  運搬の見込み量は、年間約 13,000 トン（日量平均 50 トン、最大 120 トン）

とする。  

(5)  不燃ごみの積込みは、フォークリフト等で行うこと。  

フォークリフト等については組合所有の車両を貸与（無償）することができ

るが、使用する場合は、別途申請書が必要である。  

(6)  経路は、往復とも大阪湾広域臨海環境整備センターの指定ルート（阪神高速

湾岸線 岸和田南―石津）を使用すること。  

(7)  原則、運搬後の車輌は、組合が指定する場内（クリーンセンター内）で洗車

すること。  



(8)  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第３条の基準を遵守し運搬する

こと。  

4. 入札参加の資格条件  

(1)  地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しないこと。  

(2)  岸和田市または貝塚市に事業所がある法人で、貨物自動車運送事業法に基づ

く一般貨物自動車運送事業の許可を有し、３年以上の営業実績があること。  

(3)  所有又は使用（リース車）する 10 トンダンプトラック（大阪府流入車規則

の適合車で車高 3,250 ㎜以下で荷台から積載物や水分が漏れない構造である

こと。）が３台以上あること。  

 なお、焼却灰等は薬品処理をしており、荷台を腐食する恐れがあるので予防

対策等を自費で講じること。  

(4)  ダンピングできる車輌（観音開き・片開きは不可）で運搬し、ダンプアップ

時、地上最高高さは 7,500 ㎜未満であること。  

(5)  車輌の大きさはトラックスケール（縦 7,500 ㎜、横 2,800 ㎜、最大 30ｔ）

で計量可能なものであること。  

(6)  大型自動車運転免許を有する者を３人以上常勤雇用していること。  

(7)  国税及び地方税を滞納していないこと。  

(8)  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第５項第４号に該当しないこと。 

(9)  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条に適合すること。  

 

5. 入札参加資格申請書等の配布  

(1)  配布場所 岸和田市貝塚市清掃施設組合ホームページ  

(2)  配布期間 令和７年４月３日（木）から令和７年４月 11 日（金）まで  

 

6. 入札参加資格申請提出書類  

 焼却灰等運搬業務委託入札参加申請書（様式１）、所有大型自動車の証明（様式

２）、雇用及び免許取得者の証明（様式３）のほか次のすべてのものを添付するこ

と。  

(1)  一般貨物自動車運送事業許可書の写し  

(2)  商業登記事項証明書  

(3)  印鑑証明書  

(4)  自動車検査証の写し  

(5)  自動車保険明細書の写し  

(6)  大型自動車運転免許証の写し  

(7)  給与支払い証明書、健康保険証又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書



の写し（記号、番号、保険者番号を黒塗りしたもの）  

(8) 次にあげる納税証明書（直近のもの）  

   ・法人税、消費税及び地方消費税  

   ・法人事業税  

   ・法人市民税  

(9) フォークリフト運転技能講習修了証の写し、または、車両系建設機械（整地・ 

運搬・積込み用及び掘削用）技能講習修了証（特別教育修了証を含む。）の写し  

(10) その他組合が指定するもの  

 

7. 入札参加資格申請提出書類の提出期間及び場所  

(1) 提出期間  令和７年４月３日（木）から令和７年４月 11 日（金）までの土曜 

日、日曜日及び祝日を除く午前９時から午後４時まで（ただし、  

正午から午後１時までを除く。）  

(2) 提出場所  〒５９６－００１６  

     岸和田市岸之浦町１－２  

     岸和田市貝塚市清掃施設組合環境技術課  

 

(3) 提出方法  持参 

 

8. 入札スケジュール  

資格審査  

 令和７年４月３日（木）から４月 15 日（火） 

入札通知書等配布（資格審査の適合業者に FAX にて通知）  

 令和７年４月 15 日（火）から４月 16 日（水） 

質疑受付  

 令和７年４月 15 日（火）から４月 18 日（金） 

質疑回答  

 令和７年４月 21 日（月） 

入札日 

 令和７年４月 25 日（金） 

 

9. 問合せ先  

  岸和田市岸之浦町１－２  

  岸和田市貝塚市清掃施設組合環境技術課  

  電話 072-436-5389（代表）  


